
 

 

 

教委教第０１１０８１号 
平成２２年 ３月３１日 

各市町教育委員会教育長 様 
                                 佐賀県教育委員会 
                                 教育長 川﨑 俊広 

 
 

市町立小・中学校事務職員の標準的職務について（通知） 
 

 市町立小・中学校事務職員の標準的職務については、平成１２年４月１日付け教委教001号で通知
されているところです。 
佐賀県教育委員会では、学校事務の効率化を推進するために「佐賀県公立小中学校事務改善検討委

員会」を設置し、学校事務の諸課題について検討を行い、平成２０年度からは、県内全市町立の学校

において、学校事務の共同実施が行われることとなりました。 
また、当該通知から１０年が経過することを踏まえ、今回、市町立小・中学校事務職員の標準的職

務について見直すことにしました。 
 学校事務は、教育指導、研究研修とともに学校運営の重要な部分を占めるものであり、通知の目的

である、学校事務の円滑かつ効率的な処理の推進及び学校運営の一層の充実と活性化を図るため、同

通知を次のとおり改正し、平成２２年４月１日から適用しますので、次の事項に留意の上、貴管内各

小・中学校に対して周知・御指導をお願いします。 
 

記 
 
１ 学校運営の重要な一翼を担っている学校事務の重要性を認識するとともに、効率的な学校事務の

遂行を図ること。したがって、学校運営に当たっては、企画・運営委員会等への学校事務職員の積

極的参画を図ることが望まれる。 
 
２ 職務内容は、標準的なものであるので学校規模、事務職員の経験年数、人員、学校運営支援室の

状況等を考慮するとともに、事務職員の過重負担にならないように留意すること。 
 
３ この一覧表は、学校事務の範疇で、主として学校事務職員が中心となって行う事務の範囲を示し

たものであり、校長の校務分掌決定の中で、事務の性質・内容によっては、事務職員以外の職員が

担当する場合もある。 
 
４ 学校運営とその事務処理執行においては、学校事務の共同実施による学校運営支援室の活用を図

ること。 
 
 
 
 
 
 

（担当：教職員課給与担当） 



 

 

市町立小・中学校事務職員の標準的職務一覧表 
区分 職務内容 職務内容関係事務（例示） 

企画運営に関すること 企画運営委員会等への参画 
諸規定に関すること 校内諸規定の制定、改廃関係事務 
危機管理に関すること 学校安全、緊急事態対応にかかる事務 

学校運営 

学校事務全般に関すること 学校事務全般にかかる指導、助言 
文書に関すること 文書関係事務 

学校備付表簿等の管理・保存事務 
情報に関すること 学校が保有する個人情報保護の推進、情報公開の

推進及び連絡調整 
人材情報の蓄積及び活用推進 

各種証明に関すること 児童生徒及び教職員の証明関係事務 
調査統計に関すること 学校基本調査、その他調査統計関係事務 
渉外に関すること 官公庁、ＰＴＡ，その他団体との渉外関係事務 
任免に関すること 
 
 

採用、異動、退職関係事務 
昇給昇格関係事務 
人事記録（履歴書等）関係事務 
その他人事関係事務 

服務に関すること 
 

出勤簿等諸帳簿の整理保管関係事務 
その他服務関係事務 

施設・設備に関すること 施設・設備の維持・管理関係事務 
その他施設・設備関係事務 

総  務 
 
 
 

福利厚生に関すること 公立学校共済組合、教育職員互助会関係事務 
公務災害関係事務 
その他福利厚生関係事務 

予算決算に関すること 予算編成、予算管理、決算関係事務、予算執行・

契約 
物品に関すること 物品の維持・管理関係事務 

その他物品関係事務 
監査・検査に関すること 監査・検査関係事務 

財 務 

学校徴収金に関すること 計画、執行、決算関係事務 
給与に関すること 給与関係及び諸手当認定事務 

年末調整・県市町村民税関係事務 
その他給与関係事務 

給 与 

旅費に関すること 旅費の予算管理、請求及び支給等関係事務 
その他旅費関係事務 

就学援助に関すること 就学援助関係事務 
学籍に関すること 児童生徒の転出転入等学籍事務 

学 務 

教科書に関すること 教科書給与関係事務 
その他 所属長の指示する職務 市町職員との連絡調整 

注） この職務内容は、標準的なものを例示したものである。 
実際の学校現場での適用にあたっては、当該校の規模や事務職員の配置数や経験年数、地域の

実態等により異なるものであることに留意すること。 



 

 

 
共同実施組織における職務一覧表 
職位 職務内容 職務内容関係事務（例示） 

支援室の総括及び学校間の連絡調整 
諸手当の認定審査に関わる業務 
地教委教育長及び支援室内の学校長の権限に属

する事務のうち室長に委ねられた事務の専決・代

決 
支援室内事務職員の指導・助言 

 
 
室 長 

 
 
支援室の運営・企画・立案 

中心校校長の指示する業務 
室長の補佐 (副室長) 支援室の運営・企画・立案の補佐 
室長の指示する業務 

全室員 共同実施にかかる事務 室長の指示する業務 

（注）１ 表中、支援室は共同実施組織の学校運営支援室をいう。室長は学校運営支援室の室長をい

う。 
２ 組織としての機能を高めるため、室長の次席者（副室長）を置くことが望ましい。 

 


